


15,449

176,400
178,235 179,812

182,649

14,970

17,974 18,123

15,823

18,311

16,387

18,125

184,702

16,885

18,105
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(49.6%)

(50.0%)

(0.4%)

(52.3%)

(46.9%)

(0.7%)

(45.2%)

(54.0%)

(0.7%)

(58.1%)

(41.0%)

(0.9%)

(59.7%)

(39.3%)

(0.9%)

48.8

65.2

77.6

86.8
92.3
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（単位：人）
15 年度 16 年度

実績 計画値 差引 実績 計画値 差引人数 構成比率 人数 構成比率 人数 構成比率 人数 構成比率

第１段階 705 2.0% 686 2.0% 19 740 2.1% 695 2.0% 45
第 2 段階 10.603 30.7% 10,665 31.1% △ 62 10,998 31.4% 10,813 31.1% 185
第 3 段階 9,076 26.3% 8,916 26.0% 162 9,013 25.8% 9,040 26.0% △ 27
第 4 段階 6,278 18.2% 6,138 17.9% 140 6,486 18.5% 6,223 17.9% 263
第 5 段階 5,969 17.3% 6,001 17.5% △ 32 5,918 16.9% 6,085 17.5% △ 172
第 6 段階 1,881 5.4% 1,886 5.5% △ 5 1,840 5.3% 1,912 5.5% △ 72
計 34,512 100.0% 34,292 100.0% 220 34,990 100.0% 34,768 100.0% 222
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資料１
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５ 給付費の状況 

（単位：円）

実績 計画 差引 実績 計画 差引

居宅サービス費給付額 4,546,844,285 3,858,002,190 688,842,095 4,994,484,836 3,940,963,197 1,053,521,639

施設サービス費給付額 3,559,885,529 3,762,836,284 △ 202,950,755 3,629,616,853 3,943,603,136 △ 313,986,283

居宅介護支援費給付額 385,208,253 300,434,985 84,773,268 416,834,038 304,239,297 112,594,741

福祉用具購入費給付額 23,303,013 20,793,136 2,509,877 25,713,856 21,260,216 4,453,640

住宅改修費給付額 80,798,140 68,361,344 12,436,796 70,844,011 69,896,959 947,052

高額介護サービス費給付額 61,445,368 28,631,199 32,814,169 71,672,154 29,274,348 42,397,806

審査支払手数料 17,650,781 15,456,688 2,194,093 15,486,615 15,803,951 △ 317,336

計（標準給付費額） 8,675,135,369 8,054,515,826 620,619,543 9,224,652,363 8,325,041,104 899,611,259

15年度 16年度

 給付費の内訳をみると、平成 15 年度、平成 16 年度とも計画より実績が下まわってい

るのは、主に施設サービス費となっています。これは、施設利用者の数はほぼ計画ど

おりでしたが、報酬見直しの影響で給付費減となったものです。 

 逆に、主に給付実績の伸びは、居宅サービス費の増によります。これは、利用者数

の増加に伴い給付費増となったものです。 
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注）構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため合計が100％にならない場合があります。

注）構成比率は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため合計が 100％にならない場合があります。
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1

62,682 11,304 18.0 930 908
42,150 7,729 18.3 610 788
38,600 7,534 19.5 630 677
43,044 8,460 19.7 724 752

186,476 35,027 18.8 2,894 3,125
（平成１７年１０月１日現在）
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- 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 介護施設等の整備状況 

      施設種別 

 

圏域名 

特別養護老

人ホーム 

介 護 老 人

保健施設 

介護療養型

医療施設 

認知症高齢者

生活介護（グル

ープホーム） 

有料老人

ホーム 

通所介護（デ

イホーム）

富坂地区 
施設数 

定員 

１ 

５９ 

１ 

８９ 
－ － － 

３ 

１０４ 

大塚地区 
施設数 

定員 

２ 

１６０ 
－ － 

１ 

２７ 

１ 

２４ 

３ 

１１０ 

本富士地区 
施設数 

定員 

１ 

１００ 

１ 

１００ 

１ 

３１ 
－ 

３ 

２７２ 

６ 

１４５ 

駒込地区 
施設数 

定員 

１ 

１００ 
－ － 

２ 

１４ 
－ 

３ 

１２０ 

区全体 
施設数 

定員 

５ 

４１９ 

２ 

１８９ 

１ 

３１ 

３ 

４１ 

４ 

２９６ 

１５ 

４６９ 

（平成１７年１０月１日現在）

注）上記定員の数については、３介護保険施設、認知症高齢者グループホーム及び有料老人ホ

ームでは入所定員数（ベッド数）を、通所介護については、１日の通所定員数を記載していま

す。

３ 日常生活圏域別介護保険施設等の整備状況 

    単位：か所

  
富坂 

地区 

大塚 

地区 

本富士 

地区 

駒込 

地区 
合計 

高齢者在宅サービスセンター(通所介護) 1 2 2 3 8

通所リハビリテーション 2 0 １ 0 ３

通所介護事業所 2 1 4 0 7

短期入所生活介護事業所 1 2 1 1 5

短期入所療養介護事業所 1 0 0 0 1

痴呆対応型共同生活介護事業所 0 1 0 2 3

特定施設入所者生活介護 0 1 3 0 4

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 1 2 1 1 5

介護老人保健施設 1 0 1 0 2

介護療養型医療施設 0 0 1 0 1
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茗
荷
谷 

護
国
寺 

千

石 

江戸川橋 

富坂地
特別養
白山高

須田整形外科クリニック
（通所リハビリテーション）

グループホーム文京あやめ

小石川ビックママハウス

シル

介護老人保健施設
ひかわた（リハビリ）

シルバーピア千石

デイサービスセンターなごやか千石

デイサービスセンター文京千石

シルバーピア千石二丁目
特別養護老人ホームくすのきの郷
くすのき高齢者在宅サービスセンター
シルバーピアおおつか

有料老人ホーム・アリア文京大塚

大塚地域包括支援センター
特別養護老人ホーム大塚みどりの郷
大塚高齢者在宅サービスセンター
　　　　

デイサービス元気

文京福祉センター

富坂地区

大塚地区

シルバーピア坂下通り

新大塚

４ 　施設整備状況マップ
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白　

山 

東
大
前

本
駒
込

湯　

島

根　
津 

千
駄
木

水
道
橋 

後楽園 本郷三丁目 

本郷三丁目 

御茶ノ水 

春　

日 
春　日 

昭和高齢者在宅サービスセンター

坂井ハイツ

グループホームのんびり家

グループホームお寺のよこ

富坂地域包括支援センター
特別養護老人ホーム白山の郷
白山高齢者在宅サービスセンター

駒込地域包括支援センター
特別養護老人ホーム千駄木の郷
千駄木高齢者在宅サービスセンター

向丘高齢者在宅サービスセンター
シルバーピア向丘

ブロスハウス

シルバーピア根津
有料老人ホーム・ウィザース根津

有料老人ホーム・サンクリエ本郷

デイサービス・本郷倶楽部

財団法人　慈愛病院
（介護療養型医療施設）

本郷高齢者在宅サービスセンター

シルバーセンター
シルバー人材センター

本富士地域包括支援センター
龍岡介護老人保健施設
（通所リハビリテーション）

特別養護老人ホームゆしまの郷
デイサービスセンターゆしまの郷

湯島高齢者在宅サービスセンター

シルバーピア湯島

文京福祉センター湯島分館
有料老人ホーム・アプリスタ本郷
デイサービスセンター

リアンリール御茶ノ水（デイサービスセンター）

ック
ション）

ス

シルバーピア白山

シルバーピアはくさん台

駒込地区

本富士地区

（シビックセンター内）
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資料５ 計画改定の検討体制・経過 
 
１ 検討体制 

 
（１）文京区地域福祉推進協議会設置要綱 

 
平成 8 年７月 11 日 8 文福福発第 504 号制定 
平成 10 年 5 月 15 日 10 文福福発第 340 号改正 
平成 12 年 5 年 12 日 12 文福福発第 204 号改正 

 

（設置） 
第１条 文京区における地域福祉の効果的な推進を図るため、文京区地域福祉推進協
議会（以下「協議会」という。）を設置する。   
（所掌事項）  
第２条 協議会は、次の事項について協議及び検討を行い、その結果を文京区地域福
祉推進本部設置要綱（６文福福発第１１８８号）第３条に規定する本部長（以下「本
部長」という。）に報告する。 
 (1) 地域福祉計画に関すること。 
 (2) 介護保険事業計画に関すること。 
 (3) 前２号のほか、地域福祉の推進に関し必要なこと。 
  （組織） 
第３条 協議会の委員は、地域福祉について識見を有する者のうちから、本部長が委
嘱し、又は任命する委員２４人以内をもって構成する。 
２ 委員の構成は、次のとおりとする。 
 (1)  学識経験者  ２人以内  
 (2)  区内関係団体等の構成員 １６人以内 
 (3)  公募区民    ６人以内  
３  前項第３号に規定する委員は、別に定める文京区地域福祉推進協議会公募委員募
集要領（１２文福福発第２０４号）により募集する。  
（任期） 
第４条 委嘱された委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年の翌々年の３月
３１日までとする。ただし、再任を妨げない。 
２ 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。補欠の委員の任期は、前
任者の残任期間とする。  
（構成） 
第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 
 ２ 会長は、委員の互選により定める。 
 ３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
 ４ 副会長は、委員のうちから、会長が指名する。 
 ５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  
 （会議） 
第６条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、主宰する。   
（意見聴取） 
第７条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明、意
見等を聞くことができる。  
（庶務） 
第８条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。  
（補則） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長
が定める。 
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平成１７年度文京区地域福祉推進協議会・委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役職 氏 名 団 体 名 等 

髙 橋 重 宏 東洋大学社会学部教授（平成 17 年 8月 31 日から会長） 
1 会 長 

仲 村 優 一 日本社会事業大学名誉教授（平成 17年 5月 30日まで会長）

2 副会長 髙 山 直 樹 東洋大学社会学部教授（平成 17 年 8月 31 日から副会長）

3 委 員 松 平 隆 光 小石川医師会 

4 〃 後 藤  博 一 文京区医師会 

5 〃 高 橋 義 一 小石川歯科医師会 

6 〃 松 岡 隆 司 文京区歯科医師会 

7 〃 一 瀬 信 介 文京区薬剤師会 

8 〃 菅 沼 利 雄 文京区町会連合会 

9 〃 山 田 須 賀 文京区社会福祉協議会 

10 〃 依 田 理恵子 三療音訳会（ボランティアグループ） 

11 〃 宇賀神    剛 文京区民生委員・児童委員協議会 

12 〃 上 野   博 文京区心身障害福祉団体連合会 

13 〃 中 村 文 枝 文京区高齢者クラブ連合会 

14 〃 佐 藤 良 文 文京区私立幼稚園連合会 

15 〃 長 谷 裕 子 文京区女性団体連絡会 

16 〃 野 田 志づ子 文京区話し合い員連絡協議会 

17 〃 染 谷 一 美 特別養護老人ホーム白山の郷 

18 〃 菅 原  良 次 たんぽぽ保育園 

19 〃 穴 見 加代子 区 民 

20 〃 右 近  茂 子 区 民 

21 〃 海 津  敦 子 区 民 

22 〃 田 丸  拓 也 区 民 

23 〃 檜 垣  君 子 区 民 

24 〃 本 橋  由 紀 区 民 
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（２）文京区地域福祉推進本部設置要綱 
                               

平成７年２月 20 日６文福福発第 1188 号制定 
平成 11 年５月 10 日 11 文福福発第 336 号改正 
平成 12 年５月 12 日 12 文福福発第 204 号改正 
平成 13 年６月 15 日 13 文福福第 314 号改正 
平成 16 年４月 16 日 16 文福福第 65 号改正 

 
 （設置） 
第１条 文京区地域福祉計画その他福祉に関する基本的な計画に基づき、福祉、保健、
医療、住宅、まちづくり等の広範囲にわたる施策を、総合的及び体系的に推進する
ため、文京区地域福祉推進本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 
 （所掌事項） 
第２条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。 
 (1) 地域福祉計画に関すること。 
 (2) 介護保険事業計画に関すること。 
 (3) 前２号のほか、地域福祉の推進に関し必要なこと。 
 （構成） 
第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 
２ 本部長は、区長とし、推進本部を統括する。 
３ 副本部長は、助役、収入役及び教育長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があ
るときは、その職務を代理する。この場合において、職務を代理する順位は、助役、
収入役、教育長の順とする。 
４ 本部員は、文京区庁議等の設置に関する規則（平成６年３月文京区規則第 10 号）
第４条第１項（区長、助役、収入役及び教育長を除く。）及び第２項に規定する者
をもって構成する。 
 （会議） 
第４条 推進本部は、本部長が招集する。 
２ 本部長は、必要があると認めたときは、副本部長及び本部員以外の者に出席を求
め、意見を述べさせることができる。 
 （幹事会） 
第５条 推進本部の効率的運営を図るため、推進本部の下に幹事会を置く。 
２ 幹事会は、推進本部から指定された事項について調査し、及び検討し、その結果
を推進本部に報告する。 
３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。 
４ 幹事長は、福祉部長の職にある者とし、幹事会を総括する。 
５ 副幹事長は、介護保険部長及び保健衛生部長の職にある者とし、幹事長を補佐し、
幹事長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、職務を代理
する順位は、介護保険部長、保健衛生部長の順とする。 
６ 幹事は、区職員のうちから幹事長が指名する者とする。 
７ 幹事会は、幹事長が招集する。 
８ その他幹事会に関して必要な事項は、幹事長が定める。 
 （専門部会及び分科会） 
第６条 幹事長は、地域福祉計画の見直し又は改定に当たり、専門的事項について検
討を行うため、幹事会の下に専門部会及び分科会を置くことができる。 
２ 専門部会及び分科会に関して必要な事項は、幹事長が定める｡ 
 （庶務） 
第７条 推進本部及び幹事会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。 
 （委任） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長
が定める。 
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平成１７年度 文京区地域福祉推進本部・委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  役  職 氏    名 職      名 

１ 本部長 煙 山     力 区   長 

２ 副本部長 関     賢 二 助   役 

３ 副本部長 中 村  満 吉 収入役 

４ 副本部長 宮 下     眞 教育長 

５ 本部員 鈴 木  克 己 企画政策部長 

６ 〃 小 祝  英 二 総務部長 

７ 〃 菅    浩  二 区民部長 

８ 〃 浦    新一郎 福祉部長 

９ 〃 齋 藤  啓 子 介護保険部長 

10 〃 住 友 眞佐美 保健衛生部長 

11 〃 川 北 喜美雄 都市計画部長 

12 〃 松 田  照 雄 土木部長 

13 〃 太 田 久仁宣 資源環境部長 

14 〃 奥 山 勇五郎 施設管理部長 

15 〃 小 松  壽 博 副収入役 

16 〃 佐 藤  一 夫 学校教育部長 

17 〃 藤 沢   稔 生涯学習部長 

18 〃 進 藤  英 雄 監査委員事務局長 

19 〃 根 岸  創 造 区議会事務局長 

20 〃 德 田     隆 企画政策部企画課長 

21 〃 田 中  芳 夫 企画政策部財政課長 

22 〃 竹 澤  正 美 企画政策部広報課長 

23 〃 下 田  一 美 総務部総務課長事務取扱総務部参事 

24 〃 原 口  洋 志 総務部職員課長 
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平成１７年度 文京区地域福祉推進本部幹事会・委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１７年度 地域福祉推進本部幹事会高齢者・介護保険専門部会・委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  役  職 氏    名 職         名 

１ 幹事長 浦    新一郎 福祉部長 

２ 副幹事長 齋 藤 啓 子 介護保険部長 

３ 副幹事長 住 友 眞佐美 保健衛生部長 

４ 幹 事 德 田     隆 企画政策部企画課長 

５ 〃 三 縄     毅 区民部男女平等青少年課長 

６ 〃 青 山  忠 司 福祉部福祉課長 

７ 〃 八 木     茂 福祉部障害者福祉課長 

８ 〃 久 住 智 治 福祉部保護課長 

９ 〃 畑 山  二 男 福祉部児童課長 

10 〃 佐 藤 樹一郎 福祉部保育課長 

11 〃 徳 井    博 福祉部福祉センター所長事務取扱福祉部参事 

12 〃 藤 田  惠 子 介護保険部介護保険課長 

13 〃 田 貝  好 夫 介護保険部高齢者福祉課長 

14 〃 佐々木  治 保健衛生部生活衛生課長 

15 〃 石 原 美千代 保健衛生部保健予防課長 

  役  職 氏    名 職     名 

１ 部会長 藤 田  惠 子 介護保険部介護保険課長 

２ 委 員 青 山  忠 司 福祉部福祉課長 

３ 〃 徳 井     博 福祉部福祉センター所長事務取扱福祉部参事 

４ 〃 田 貝  好 夫 介護保険部高齢者福祉課長 

５ 〃 石 原 美千代 保健衛生部保健予防課長 

６ 〃 安 田  幸 致 都市計画部住宅課長 

７ 〃 得 永  哲 也 生涯学習部生涯学習センター所長 

８ 〃 佐 藤  直 樹 社会福祉協議会事務局次長 

事務局：介護保険部介護保険課 
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平成１７年度 高齢者・介護保険専門部会各分科会・委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○介護保険分科会 

 役 職 氏   名 職        名 

１ 分科会会長 藤 田  惠 子 介護保険部介護保険課長 

２ 委 員 田 貝  好 夫 〃  高齢者福祉課長 

３ 〃 萩 谷  美 鈴    〃 介護保険課介護保険相談係長 

４ 〃 福 澤  正 人    〃    〃   介護給付係長 

５ 〃 宮 下 ひとみ    〃    〃   資格保険料係長 

６ 〃 青 木  憲 之    〃    〃   計画担当主査 

７ 〃 辻      政博    〃 高齢者福祉課高齢者施設係長 

８ 〃 高 山  勝 子    〃  〃     高齢者相談係長 

９ 〃 高 木  二 郎    〃        介護予防担当主査 

事務局：介護保険部介護保険課 

 

○元気・予防分科会 

 役  職 氏   名 職        名 

１ 分科会会長 田 貝  好 夫 介護保険部高齢者福祉課長 

２ 委 員 藤 田  惠 子    〃 介護保険課長 

３ 〃 石 原 美千代 保健衛生部保健予防課長 

４ 〃 小 菅     敦 福祉部福祉センター高齢者サービス係長 

５ 〃 青 木  憲 之 介護保険部介護保険課計画担当主査 

６ 〃 太 田     治    〃 高齢者福祉課高齢者いきいき係長 

７ 〃 長 島  龍 次    〃     〃    高齢者在宅サービス係長

８ 〃 辻      政博    〃    〃     高齢者施設係長 

９ 〃 高 山  勝 子    〃   〃    高齢者相談係長 

10 〃 高 木  二 郎    〃   〃    介護予防担当主査 

11 〃 小 倉  信 子 保健衛生部生活衛生課健康推進担当主査 

12 〃 石 山  道 子    〃  保健予防課保健予防主査 

13 〃 酒 向  幸 江 都市計画部住宅課住宅主査 

14 〃 諸 田  文 恵 生涯学習部生涯学習センター学習支援係長 

15 〃 鈴 木  祐 司 社会福祉協議会在宅福祉係長 

16 〃 内 田 千惠子 大塚在宅介護支援センター長 

17 〃 望 月     修 本郷在宅サービスセンター長 

事務局：介護保険部高齢者福祉課 

 

113



- 6 - 

２ 検討経過 

（１）地域福祉推進協議会  

回 開催年月日(曜日) 主 な 議 題 

第 1 回 平成17年５月30日（月）
・地域福祉計画の進捗状況について 

・地域福祉計画の改定について 

・日常生活圏域の設定（案）について 

第 2回 平成17年８月31日（水） ・地域福祉計画の改定について 

第 3回 平成17年10月31日（月）

・地域福祉計画中間のまとめ（案）について 

・高齢者・介護保険事業計画中間のまとめ（案） 

・障害者実態・意向調査の実施について 

第 4回 平成 18 年２月１日（水）
・地域福祉計画（案）について 

・高齢者・介護保険事業計画（案）について 

第 5回 平成18年３月28日（火）
・地域福祉計画（高齢者・介護保険事業計画を含む）

の確定について〔報告〕 

（２）地域福祉推進本部  

回 開催年月日（曜日） 主 な 議 題 

第 1回 平成17年５月18日（水）
・地域福祉計画の進捗状況について 

・地域福祉計画の改定について 

・日常生活圏域の設定（案）について 

第 2回 平成17年７月20日（水） ・日常生活圏域の設定について 

第 3回 平成17年８月10日（水） ・地域福祉計画の改定について 

第 4回 平成17年10月12日（水）
・地域福祉計画中間のまとめ（案）について 

・高齢者・介護保険事業計画中間のまとめ（案）について

・障害者（児）実態・意向調査の実施について 

第 5回 平成18年１月18日（水）
・地域福祉計画（案）について 

・高齢者・介護保険事業計画（案）について 

第 6回 平成18年１月31日（火） ・高齢者・介護保険事業計画（案）について 

第 7回 平成 18 年３月 8日（水）
・地域福祉計画（高齢者・介護保険事業計画を含む）

の確定について 

（３）地域福祉推進本部幹事会 

回 開催年月日（曜日） 主 な 議 題 

第 1回 平成17年５月11日（水）
・地域福祉計画の進捗状況について 

・地域福祉計画の改定について 

・日常生活圏域の設定（案）について 

第 2回 平成17年７月15日（金） ・日常生活圏域の設定について 

第 3回 平成 17 年８月３日（水） ・地域福祉計画の改定について 

第 4回 平成17年 10月６日（木）

・計画事業と目標 

・介護給付費等のサービス見込み量及び第１号被保険

者保険料の推計 

・障害者（児）実態・意向調査の実施について 

114



- 7 - 

第 5回 平成 18 年１月 12 日（木）

・地域福祉計画（案）について 

・高齢者・介護保険事業計画（案）について 

・中間のまとめに係る区民意見に対する区の考え方に

ついて 

第 6回 平成 18 年２月 23 日（木）
・地域福祉計画（高齢者・介護保険事業計画を含む）

の確定について 
 

（４）高齢者・介護保険専門部会 

回 開催年月日（曜日） 主 な 議 題 

第 1回 平成17年 4月 28日(金)

・部会での検討事項及び分科会の設置について 

・高齢者実態調査の結果について 

・介護保険運営状況について 

第 2回 平成 17 年 7 月 5 日(火)
・分科会の検討状況について 

・高齢者・介護保険計画における施策の体系について 

第 3回 平成17年 7月 28日(金)

・高齢者の現状(案)について 

・地域福祉の重点課題に対する取り組みについて 

・計画の目標、基本的考え方、施策の体系について 

第 4回 平成17年 9月 30日(金) ・高齢者・介護保険事業計画中間のまとめ（案）について

第 5回 平成 17 年 12 月 27 日(火)
・中間のまとめに対する区民意見等の区の考え方について 

・高齢者・介護保険事業計画（案）の構成について 

第 6回 平成 18 年 1 月 5 日（木）
・中間のまとめに対する区民意見等の区の考え方について 

・高齢者・介護保険事業計画最終まとめについて 
 

（５）分科会 

○介護保険検討分科会 

回 開催年月日（曜日） 主 な 議 題 

第 1回 平成 17 年 6 月 7 日(火)

・地域福祉計画の改定について 

・検討事項について 

・高齢者・介護保険事業計画の体系について 

第 2回 平成17年６月28日(火)

・文京区人口推計報告書について 

・高齢者・介護保険事業計画の体系について 

・計画改定に向けた各種作業について 

第 3回 平成17年 9月 26日(月) ・高齢者・介護保険事業計画中間のまとめ（案）について

 

○元気・予防分科会 

回 開催年月日 主 な 議 題 

第 1回 平成 17年 5月 31日(火)
・分科会の運営について 

・地域福祉計画の改定について 

第 2回 平成 17年 6月 23日(木) ・高齢者・介護保険事業計画における施策の体系について 

第 3 回 平成 17年 9月 22日(木) ・高齢者・介護保険事業計画における計画事業について 
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３　文京区地域包括ケア推進委員会設置要綱

平成 17 年 11 月 14 日 17 文介介第 1114 号制定

　（設置）
第１条　文京区における高齢者等の介護、介護予防等に関し、地域の実情を反映させた
包括的な地域ケアを効果的に推進するため、文京区地域包括ケア推進委員会（以下「委
員会」という。）を設置する。

　（用語の定義）
第２条　この要綱で使用する用語の意義は、介護保険法（平成 9年法律第１２３号）で
使用する用語の例による。

　（所掌事項）
第３条　委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行い、その結果を区長に報
告する。
（1）地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。
（2）次に掲げる事項に関すること。
ア　地域密着型介護サービス費の額
イ　地域密着型介護予防サービス費の額
ウ　指定地域密着型サービス事業者の指定
エ　指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定
オ　指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型
サービスの事業の設備及び運営に関する基準

カ　指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準、指定地域密
着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準

キ　指定介護予防支援事業者の指定
（3）地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（平成元年法
律第６４号）第 4条に規定する公的介護施設等の整備に関する計画の策定及び計画
の目標達成状況の評価に関すること。

（4）認知症高齢者等及びその家族に対する広報、啓発活動及びネットワーク活動に関
すること。

（5）前各号のほか、地域ケアの推進に関すること。
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（委員）
第４条　委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員１４人以内をもって
構成する。
（1）　学識経験者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １人以内
（2）　地域医療関係団体の代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5人以内
（3）　介護サービス及び介護予防サービス事業者並びに介護支
援専門員の代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３人以内

（4）　介護サービス及び介護予防サービスの利用者、その家族
介護者、介護保険第１号被保険者及び第２号被保険者　　　　　　 ４人以内

（5）　地域における権利の擁護等に係る者　　　　　　　　　　　　 　１人以内
（委員の任期）　
第５条　委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年の翌々年の3月31日までとし、
１回に限り再任されることができる。ただし、区長が必要と認めたときは、この限り
でない。
　（委員長及び副委員長）

第６条　委員会に委員長を置き、委員の互選により決定する。
２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３　委員会に副委員長 1人を置き、委員のうちから委員長が指名する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
　（会議）
第７条　委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。
（意見聴取）
第８条　委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明、意
見等を聞くことができる。
　（専門部会）
第９条　委員会に地域ケアに関する専門的な調査・研究を行う専門部会を設置すること
ができる。

２　専門部会に関し必要な事項は、委員長が定める。　
　（庶務）
第 10 条　委員会及び専門部会の庶務は、介護保険部介護保険課において処理する。
　（委任）
第 11 条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に委員
長が定める。

　　　付　則
　　この要綱は、平成１７年１１月１４日から施行する。

117



- 28 - 

 

 

 

平成１７年度 文京区地域包括ケア推進委員会 委員名簿 

 

地域包括ケア推進委員会の検討経過 

回 開催年月日（曜日） 主 な 議 題 

第 1回 平成17年12月26日(月)
・地域包括支援センターの設置等について 

・公的介護施設等の整備に関する計画について 

第 2回 平成 18 年 1月 31 日(火)

・日常生活圏域における公的介護施設等の整備に関す

る計画について（交付金制度のしくみ等） 

・地域密着型サービスの基準及び報酬について 

第 3回 平成 18 年 3 月 8 日(水) ・地域密着型サービス事業者の指定について 

 役職 氏 名 団 体 名 等 備    考 

1 委員長 藤 林 慶 子 
東洋大学社会学部社会福祉学

科助教授 
学識経験者 

2 
副委員

長 
名 取 芳 子 

文京区介護サービス事業者連

絡協議会 
介護支援専門員 

3 委 員 須  田   均  小石川医師会 

4 〃 高 木 知 里 文京区医師会 

5 〃 伊 藤 英 俊 小石川歯科医師会 

6 〃 醍 醐 宏 和 文京区歯科医師会 

7 〃 川 又 靖 則 文京区薬剤師会 

地域医療関係者 

8 〃 飯 塚 美代子 
文京区介護サービス事業者連

絡協議会 
介護サービス事業者 

9 〃 望  月  修  
文京区介護サービス事業者連

絡協議会 
介護予防サービス事業者 

10 〃 沖 津 俊 子 文京区高齢者クラブ連合会 

11 〃 鈴 木 照 子 文京区話し合い員連絡協議会 

12 〃 小森谷 雅 弘 文京区町会連合 

13 〃 下 田 和 惠 
文京区民生委員・児童委員協

議会 

介護保険第 1号被保険者 
介護保険第２号被保険者 
介護保険サービス利用者等 

14 〃 佐 藤 直 樹 文京区社会福祉協議会 権利擁護・相談事業者 
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ふみ みやこ

文京区地域福祉計画

高齢者・介護保険事業計画
平成 18 年度～ 20 年度

有償頒布価格　330 円




